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研究成果の概要（和文）：　競争関係にある複数企業が競争力強化のために行う水平的提携は、独占禁止法にお
いてその競争効果をどう判断すべきか。水平的提携では多様なガバナンス構造が選択可能であるが、市場競争に
与える影響は、提携に参加するパートナー企業の利潤がどのように分配されるか（profit sharingの行われ方）
に着目して分析できる。実務上の提言として、①水平的提携は合併よりも競争制限効果が弱いという通念が妥当
しない場合があること、②少数株式取得規制については協調的行動の弊害に射程を限定すべきであること、③水
平的提携の競争効果分析にあたっては、当事会社の意図や目的を十分に斟酌する必要があること、を論じた。

研究成果の概要（英文）：   Competitive effects of alliances between competitors can properly be 
judged based on how they influence the profit functions of partner firms. Particular attention 
should be paid to the distinction between one-way profit sharing and two-way profit sharing. Two-way
 profit sharing shows why alliances short of mergers should nevertheless be treated as full mergers.
 The research also suggests that the prevailing theories will lead to overregulation of minority 
shareholdings.
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１．研究開始当初の背景 
 
 国際競争力を失った日本企業が、生き残り
をかけて国内外の企業と組む提携関係は、合
併よりも短期間かつ少ない資本で効果を上
げられると考えられてきた。提携の中でも競
争関係にある複数企業が行う水平的提携（ジ
ョイント・ベンチャー及び戦略的提携）は、
効率性を達成する面で合併と共通しつつ、事
業活動の一部しか統合しないため、独占禁止
法はこれを合併に至らない部分的統合と位
置づけて、合併規制の違法性判断基準を参照
しつつも、費用や情報の共通化といった合併
にはない事情を考慮して競争効果を判定し
ている。 
 しかしながら、このような現行実務の判断
基準は、水平的提携内部のガバナンス構造、
すなわち提携参加企業の誰がどの資本を所
有し、誰がどの資本の利用水準を決めるかと
いう選択が、研究開発・生産・販売といった
複数の事業段階を通じて競争にどのような
影響をもたらすのか、ガバナンス構造の多様
性に応じた検討がなされていない。諸外国の
ガイドラインでも、ガバナンス構造を考慮事
由とすることを述べるものはあっても、どの
ように判断するかは明らかにされておらず、
その研究もなされていない。判断過程の不透
明性さは、世界的にガイドラインが収斂化傾
向にある合併と比べて大きい。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、水平的提携におけるガバナンス
構造の多様性に対応して、水平的提携の競争
効果を予測・判定する「ガバナンス整合的基
準」を構築することを第一義的な目的とする。
その上で、このような判断基準が、競争効果
を予測するうえでどの程度精度の高いもの
であるか、また現行実務で利用可能かどうか
を検討し、実務上の具体的な提言を行う。 
 
３．研究の方法 
 
 水平的提携のガバナンス構造については、
文献調査及び海外での実態調査によって明
らかにする。水平的提携の競争効果分析につ
いては、ゲーム理論による分析を参照し、合
併規制との異動も含めて明らかにする。「ガ
バナンス整合的基準」の予測精度については、
ケーススタディと照らし合わせることによ
って検証する。 
 
４．研究成果 
 
 本研究はまず、文献調査及び海外での実態
調査に基づいて、水平的提携では多様なガバ
ナンス構造の選択が可能であり、航空会社間
の世界的アライアンスのように、水平的提携
でありながら合併とほぼ変わらないことさ
え実現できることを明らかにした。そのうえ

で、これらの多様な水平的提携の競争効果を
分析する上で共通の特徴を、経営学の知見も
参照して抽出した。すなわち、共通の目標、
利益と費用の共有、共同の意思決定ないしコ
ントロール、パートナーによる貢献といった
要素であり、これらは単なる契約と水平的提
携を区別する要素である。これらのうち、ゲ
ーム理論を用いて水平的提携の市場競争に
与える影響の分析に接合可能なものとして、
profit sharing に着目した。すなわち、提携に
参加するパートナー企業の利潤がどのよう
に分配されるかに着目すれば、ゲーム理論を
用いて水平的提携の競争効果を分析できる
ことを明らかにした。このことは、ガバナン
ス構造が異なっていても、競争効果が同じ場
合がありうるということも意味する。実務上
の提言としては、①パートナー企業がお互い
に利潤を分け合う場合には、水平的提携が経
済的には合併と同じ効果を持つこと（水平的
提携は合併よりも競争制限効果が弱いとい
う通念が妥当しないこと）、②少数株式取得
規制については協調的行動の弊害に射程を
限定すべきである（でなければ過剰規制とな
りかねない）こと、③水平的提携の競争効果
分析にあたっては、当事会社の意図や目的を
十分に斟酌する必要があること、を論じた。 
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